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医療介護総合確保促進法に基づく 

 鳥取県計画  

 

 

 
令和４年１月 

（令和５年３月） 

（令和６年１月） 

鳥取県 
  



（様式３：鳥取県） 

2 
 

１．計画の基本的事項  
(1) 計画の基本的な考え方 

令和７ 年（２０２５ 年）にいわゆる「団塊の世代」が全て７５ 歳以上となる超高齢社

会を迎える中、鳥取県においては、老年人口割合が３２．９％（鳥取県の推計人口（令和

３年９月末現在））と高く、５０％を超える町もあるなど、高齢化が進行している状況にあ

る。  
こうした中で、県民一人一人が、医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み

慣れた地域で安心して生活を継続し、その地域で人生の最期を迎えることができる環境を

整備していくことは喫緊の課題である。 
一方で、近年の医師・看護師不足により医師や看護師の負担は増大しており、医療従事

者の過重労働により地域の医療が維持されている現状では、一人の医師が辞めると地域の

医療が崩壊しかねない状況にある。また、高齢者の多くは、住み慣れた地域の中での療養

等を希望しており、地域での連携が一段と必要となっている。 
このことから、医療従事者等の負担軽減や、それぞれの地域の実情に応じた安心して暮

らせるための医療と介護の連携が必要であり、利用者の視点に立って切れ目のない医療及

び介護の提供体制を構築し、県民一人一人の自立と尊厳を支えるケアを将来にわたって持

続的に実現していく体制整備に向けた取組を進めていく。 

 

(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

鳥取県における医療介護総合確保区域については、県東部（鳥取市、岩美郡、八頭郡）、

県中部（倉吉市、東伯郡）、県西部（米子市、境港市、西伯郡、日野郡）地域とする。 
☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 
□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 
（異なる理由：                     ） 

 

 

(3) 計画の目標の設定等 

■鳥取県全体 
 
１．目標 
鳥取県においては、医療機関の役割分担と連携、在宅医療・介護の確保、医療・介護従

事者の確保と資質の向上等の課題を解決し、医療や介護が必要な者が、地域において安心

して生活できるよう以下を目標に設定する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

高齢化が進む中で医療機関が機能分担し、連携して必要な医療を適切な場所で提供

できる体制を整備する 
（ア）急性期医療だけでなく、回復期・慢性期の医療を提供 
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（イ）精神科医療をはじめ、入院医療から地域生活への移行を推進 

（ウ）医療機関（医科、歯科）、訪問看護ステーション、薬局、福祉サービスを行う   

機関の相互の連携を深め、災害時の連携にも対応 

【定量的な目標値】 

 ・おしどりネット患者登録数：8,580 件（R2）→10,000 件（R3） 

・急性期病床から回復期病床等への病床転換を行う。（令和３年度：50 床） 

・慢性期機能の病床を令和５年までに 218 床減少 

※令和３年度：20 床減少 

 

※地域医療構想で記載する令和７年度の医療機能ごとの病床数（参考値） 

医療機能 
将来の病床数（参考値） 

（令和７年） 

現在の病床数 

（令和２年） 

高度急性期 583 床 874 床 

急性期 2,019 床 2,945 床 

回復期 2,137 床 1,305 床 

慢性期 1,157 床 1,609 床 

（病床機能報告（各年 7月 1日現在）） 

     

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

希望すれば在宅で療養できる地域の実現に向け、在宅医療（歯科・薬科を含む。）を

推進する。 

    （ア）在宅医療を調整する拠点を整備し、在宅医療を提供する機関の連携や多職種の連

携を強化（ただし、市町村の範囲を超える事業が対象） 

    （イ）在宅医療を担う機関を整備・充実するとともに、人材を確保・育成 

    （ウ）かかりつけ医を持つこと、医療機関の機能分担、在宅医療などを住民へ啓発 

 【定量的な目標値】 

・訪問診療を実施する診療所・病院数：169 か所（R1）→195 か所（R5） 

 ※令和３年度：184 か所 

・県内訪問看護師数の増加：347 人（R2）→427 人（R4） 

 ※令和３年度：387 人 

・在宅療養支援歯科診療所の増加：43 か所（R2）→67 か所（R5） 

 ※令和３年度：51 か所 

・訪問診療実施件数の増加：5,814 件（H29）→6,414 件（R5） 

 ※令和３年度：6,214 件 

・在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数の増加：256 か所（R2）→262 か所（R5） 

 ※令和３年度：257 か所 

（令和４年度） 

   ・県内就業看護職員数の増加：10,234 人（R2）→10,314 人（R4）  

・県内訪問看護師数の増加：347 人（R2）→427 人（R4） 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の実情に応じた地域密着型サービス施

設等の整備を行う。 
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（ア）地域密着型サービス施設等の整備への助成 
（イ）（ア）の開設準備経費等への支援 
（ウ）介護施設等で大規模修繕を実施する際に、介護ロボット導入支援事業及びＩＣ

Ｔ導入支援事業において対象となっている機器等を導入 

（エ）介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び

家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整

備 

（オ）介護人材を確保するため、介護施設等の事業者が当該介護施設に勤務する職員

の宿舎を整備 

（カ）介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するため、居室等に陰圧装置を

設置 

（キ）介護施設等における多床室の個室化のための改修 

（ク）高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備 

【定量的な目標値】     
・認知症高齢者グループホーム 

<県東部>３６０人（３１カ所）→４１４人（３４カ所） 
<県中部>５０４人（３２カ所）→５１３人（３３カ所） 
<県西部>６２１人（３９カ所）→６３９人（４０カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 
<県東部>８８４人／月分（３５カ所）→９１３人／月分（３６カ所） 
<県中部>３０７人／月分（１１カ所）→３３６人／月分（１２カ所） 
<県西部>５５９人／月分（２２カ所）→５８８人／月分（２３カ所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 
<県中部>２カ所→４カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 
<県東部>１カ所→２カ所 

・特別養護老人ホーム１か所 
<県中部>０カ所→１カ所 

・介護医療院 
<県西部>０カ所→１カ所 

・介護付きホーム１か所 
<県東部>１カ所→６カ所 

・介護施設等で大規模修繕を実施する際に、介護ロボット導入支援事業及びＩＣＴ導

入支援事業において対象となっている機器等を導入（１８カ所） 
・介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族等

の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備（３カ所） 
・介護人材を確保するため、介護施設等の事業者が当該介護施設に勤務する職員の 

宿舎を整備（１カ所） 

・介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するため、居室等に陰圧装置を設置

（５カ所） 
・高齢者施設の感染拡大防止のための多床室の個室化整備（５カ所） 
・高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備（３カ所）    

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 
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継続した医療提供体制の確保に向け、質の高い医療人材の育成・定着を進める。 
    （ア）質の高い医療人材を養成・確保 
    （イ）高度・多様化する医療に対応できる医療人材のキャリア形成 
    （ウ）就労環境の整備・改善などにより医療従事者等の負担軽減及び定着促進 
 【定量的な目標値】 

・県内就業助産師数の増加：239 名（H30）→263 名（R3） 

・救急科医師：14.0(R2)→14.5 名（R3)（常勤換算後） 

・実施主体における NICU 専任医師数：26 名（R2）→26 名（R3） 

・女性医師数の増加：176 人（R2）→178 人（R3） 

・歯科衛生士の復職者数：１名（R2：０名） 

・鳥取県内の特定行為看護師数：35 人（R2 年度末）→44 人（R3 年度末） 

・病院勤務看護師数の増加：5,721 人（R2）→5,730 人（R3） 

・県内養成施設の卒業生の県内就業率：62.8％（R2）→70.0％（R3） 

・看護学生の県内就業者数：246 人（R2）→260 人（R3） 

・鳥取大学医学部附属病院（産婦人科医療スタッフ）の時間外勤務時間数の減少：１

人あたり 50 時間／年（※R1：１人あたり 53 時間／年） 

・補助対象医療機関における医師の時間外勤務の縮減：１人あたり 578 時間／年以内

（R2:578 時間） 

・看護職員（40 歳未満）の離職率の低下：7.4%（R2）→7.3%（R3） 

・４疾病における死亡数の減少：人口 10 万人当たり計 538 人（R3）（R1：人口 10 万人

当たり計 542 人） 

・公衆衛生充実・強化等を行う医師の確保：０名（R2）→１名（R3） 

・鳥取大学から県機関へ新たに派遣された医師（障がい児医療に携わる医師）の確保：

０名(R2)⇒１名(R4) 

・病院勤務医師数の増加：1,137 人（R2）→1,164 人（R3） 

・乳児死亡率の低下：3.2％（H27）→1.9％（R5）※令和３年度までに 2.4％ 

・県内の看護師数の増加：10,234 人（R2）→10,314 人（R4） 

・小児初期救急医療機関の受診者数の減少：8,375 人(R2)→8,000 人(R3) 

・二次救急医療機関の小児救急患者受入者数の減少：7,706 人（R2）→7,300 人（R3） 

・救急搬送人員に占める軽症患者の割合の減少：33.3％（R2）→31.6％（R3） 

・県立歯科衛生専門学校の入学者の維持：32人（R3 年度入学）→32 人（R4 年度入学） 

（令和４年度） 

 ・鳥取県内の特定行為看護師数：45 人（R3 年度末）→55 人（R4 年度末） 

 ・県内養成施設の卒業生の県内就業率：66.2％（R3）→66.6％（R4）  

・４疾病における死亡数の減少：人口 10 万人当たり計 518 人（R4）（R3：人口 10 万人 

当たり計 528 人） 

  ・公衆衛生充実・強化等を行う医師の確保：１名（R3）→２名（R4） 

  ・鳥取大学から県機関へ新たに派遣された医師（障がい児医療に携わる医師）の確保： 

０名(R2)→１名(R4) 

・小児初期救急医療機関の受診者数の減少：4,028 人(R3)→3,900 人(R4) 

・二次救急医療機関の小児救急患者受入者数の減少：8,090 人（R3）→7,900 人（R4） 

（令和５年度） 

  ・公衆衛生充実・強化等を行う医師の確保：２名（R4）→３名（R5） 

   ・鳥取大学から県機関へ新たに派遣された医師（障がい児医療に携わる医師）の確保： 
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０名（R4）→１名（R5） 

・病院勤務医師数の増加 1,227 人（R4）→1,228 人以上（R5） 

 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

鳥取県においては、介護職員の増加（１３４人／年）を目標とする。その際、労働

市場の動向や介護分野への定着状況を踏まえ、特に介護未経験者に対する介護や介護

の仕事に対する理解促進、介護分野への高年齢者層の参入促進及び介護職員の離職防

止等の対策を進める。 
  ・介護の入門的研修の開催 受講者６０人 

  ・介護助手制度の導入支援 １０事業所 

 
⑥ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する目標 

 令和６年４月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始に向け、医師の

労働時間短縮を進める必要があり、本県においても医療機関が実施する労働時間短縮

に向けた取組に対して支援を行うことにより、勤務医の働き方改革を推進する。 
【定量的な目標値】 
・補助対象医療機関の時間外労働規制超過対象医の時間外勤務の縮減：３割以上 

 
２．計画期間 
  令和３年４月１日～令和６年３月３１日 
 
■県東部 

１．目標 
県東部では、医療機関の役割分担と連携、在宅医療・介護の確保、医療・介護従事者

の確保と資質の向上等の課題が存在しており、これらの課題の解決に向け精力的に取り

組む。 
※目標値については、地域保健医療協議会、地域医療構想調整会議において検討 
 
①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

      ・地域医療構想で記載する令和７年度の医療機能ごとの病床数（参考値） 

医療機能 
将来の病床数（参考値） 

（令和７年） 

現在の病床数 

（令和２年） 

高度急性期 218 床 111 床 

急性期 740 床 1,266 床 

回復期 699 床 476 床 

慢性期 586 床 681 床 

（病床機能報告（各年 7月 1日現在）） 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の実情に応じた地域密着型サービス施

設等の整備を行う。 
・認知症高齢者グループホーム 

<県東部>３６０人（３１カ所）→４１４人（３４カ所） 
   ・小規模多機能型居宅介護事業所 
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＜県東部＞８８４人／月分（３５カ所）→９１３人／月分（３６カ所） 
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

<県東部>１カ所→２カ所 
・介護付きホーム１か所 

<県東部>１カ所→６カ所 
・介護施設等で大規模修繕を実施する際に、介護ロボット導入支援事業及びＩＣＴ導

入支援事業において対象となっている機器等を導入（５カ所） 
  ・介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するため、居室等に陰圧装置を設置

（１カ所） 
 
２．計画期間 
  令和３年４月１日～令和６年３月３１日 
 
■県中部 

１．目標 
県中部では、医療機関の役割分担と連携、在宅医療・介護の確保、医療・介護従事者

の確保と資質の向上等の課題が存在しており、これらの課題の解決に向け精力的に取り

組む。 
※目標値については、地域保健医療協議会、地域医療構想調整会議において検討 

 
 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
      ・地域医療構想で記載する令和７年度の医療機能ごとの病床数（参考値） 

医療機能 
将来の病床数（参考値） 

（令和７年） 

現在の病床数 

（令和２年） 

高度急性期 83 床 106 床 

急性期 402 床 474 床 

回復期 449 床 392 床 

慢性期 224 床 275 床 

（病床機能報告（各年 7月 1日現在）） 

③ 介護施設等の整備に関する目標 
地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の実情に応じた地域密着型サービス施

設等の整備を行う。 
  ・認知症高齢者グループホーム 

<県中部>５０４人（３２カ所）→５１３人（３３カ所） 
   ・小規模多機能型居宅介護事業所 

<県中部>３０７人／月分（１１カ所）→３３６人／月分（１２カ所） 
   ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

<県中部>２カ所→４カ所 
   ・特別養護老人ホーム１か所 

<県中部>０カ所→１カ所 
   ・介護施設等で大規模修繕を実施する際に、介護ロボット導入支援事業及びＩＣＴ

導入支援事業において対象となっている機器等を導入（３カ所） 
 ・高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備（２カ所） 
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２．計画期間 
  令和３年４月１日～令和６年３月３１日 
 
 

■県西部 

１．目標 
県西部では、医療機関の役割分担と連携、在宅医療・介護の確保、医療・介護従事者

の確保と資質の向上等の課題が存在しており、これらの課題の解決に向け精力的に取り

組む。 
※目標値については、地域保健医療協議会、地域医療構想調整会議において検討 
 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
      ・地域医療構想で記載する令和７年度の医療機能ごとの病床数（参考値） 

医療機能 
将来の病床数（参考値） 

（令和７年） 

現在の病床数 

（令和２年） 

高度急性期 282 床 657 床 

急性期 877 床 1,205 床 

回復期 989 床 437 床 

慢性期 347 床 653 床 

（病床機能報告（各年 7月 1日現在）） 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の実情に応じた地域密着型サービス施

設等の整備を行う。 
・認知症高齢者グループホーム 

<県西部>６２１人（３９カ所）→６３９人（４０カ所） 
   ・小規模多機能型居宅介護事業所 

<県西部>５５９人／月分（２２カ所）→５８８人／月分（２３カ所） 
・介護医療院 

<県西部>０カ所→１カ所 
   ・介護施設等で大規模修繕を実施する際に、介護ロボット導入支援事業及びＩＣＴ

導入支援事業において対象となっている機器等を導入（１０カ所） 
   ・介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族等

の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備（３カ所） 
 ・介護人材を確保するため、介護施設等の事業者が当該介護施設に勤務する職員の 

宿舎を整備（１カ所） 

 ・介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するため、居室等に陰圧装置を設置

（４カ所） 
・高齢者施設の感染拡大防止のための多床室の個室化整備（５カ所） 

 ・高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備（１カ所） 
 
２．計画期間 
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  令和３年４月１日～令和６年３月３１日 
 

（注）目標の設定に当たっては、医療計画、介護保険事業支援計画等を踏まえ、アウトプ 

   ット・アウトカムに着目したできる限り定量的な視点による目標設定を行うこと。 

 

(4) 目標の達成状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 

 

２．事業の評価方法  
(1) 関係者からの意見聴取の方法 

【医療】 
令和２年 

１２月４日 鳥取県地域医療対策協議会の開催 
→ 令和３年度基金の実施方針等について審議 

１２月９日 鳥取県医療審議会の開催 
→ 令和３年度基金の実施方針等について審議 

１２月１８日 令和３年度基金事業の要望照会・とりまとめ（令和３年１月） 
県内各事業者（県・地区医師会、県・地区歯科医師会、県薬剤師会、

県看護協会、県助産師会、県理学療法士会、県作業療法士会、県言語

聴覚士会、養成施設、病院、訪問看護事業所、産科診療所、市町村等） 
令和３年 

３月１２日 鳥取県地域医療対策協議会の開催（国への要望事業・要望額を決定） 
３月１７日 鳥取県医療審議会の開催（国への要望事業・要望額を決定） 
 

【介護】 
平成２年 

９月～   令和３年度基金事業（施設整備分）に係る市町村、介護施設等の要望の

照会・とりまとめ（～令和２年 10 月）（照会先：各市町村、指定介護老

人福祉施設、介護老人保健施設等） 

１０月９日  鳥取県介護人材確保対策協議会開催（各団体等の課題、取組状況、令和

３年度取組予定事業等の意見聴取） 

１１月～  令和３年度基金事業（介護従事者確保分）に係る市町村、事業者団体等

の要望の照会・とりまとめ（～令和２年 12 月）（照会先：介護福祉士会、

作業療法士会、理学療法士会、介護労働安定センター、看護協会、日本

認知症グループホーム協会、社会福祉協議会、介護支援専門員連絡協議

会、言語聴覚士会、社会福祉施設経営者協議会、小規模多機能型居宅介

護事業所連絡会、民間介護事業者協議会、老人福祉施設協議会、老人保

健施設協会、介護福祉士養成施設、介護保険者等） 

令和３年 
５月２６日 鳥取県介護人材確保対策協議会委員から第１次補助金採択事業について

の意見聴取 
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８月１２日 鳥取県介護人材確保対策協議会委員から第２次補助金採択事業につい 

ての意見聴取 
令和４年 

５月２４日 鳥取県介護人材確保対策協議会委員から第１次補助金採択事業について

の意見聴取 
 

(2) 事後評価の方法 

計画の事後評価にあたっては、鳥取県医療審議会、鳥取県地域医療対策協議会等の意見

を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直しを行うことなどにより、計画を推進してい

く。 

  



（様式３：鳥取県） 

11 
 

令和３年度地域医療介護総合確保基金(医療分)個別事業調書 

 ＜事業区分Ⅰ-1 用＞ 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 Ⅰ-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の

施設又は設備の整備に関する事業 

標準事業例 
１ 

事業名 No １ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

15,311 千円 
医療情報ネットワーク整備事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 ＮＰＯ法人鳥取県医療連携ネットワーク協議会 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

○地域医療構想に掲げる ICT を活用した医療連携体制を構築するため、鳥

取大学医学部附属病院が整備している電子カルテの相互参照システム

「おしどりネット」を通じた医療機関同士の連携強化を図り、病床の機

能分化・連携を推進することとしている。 

○参加医療機関は 88 機関と徐々に増加しているものの、東部・中部圏域の

医療機関の参加が少ないなどの課題もあり、県民の医療基盤として活用

されるよう、利用者の利便性向上を図ることで、参加医療機関及び登録

患者数を増やす必要がある。 

 アウトカム

指標 

・おしどりネット患者登録数の増加：8,580 件（R2）→10,000 件（R3） 

事業の内容 医療機関同士の電子カルテの相互参照システム「おしどりネット」の運

営及び医療機関が「おしどりネット」への参加を目的とした患者情報を電

子的に管理するシステム整備等を行うために必要な経費を補助する。 

アウトプット指標 「おしどりネット」の参加医療機関数：88 機関（R2）→98 機関（R3） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医療情報ネットワークを使った医療連携を推進することで、医療機関同士

の連携を強化し、病床の機能分化・連携を推進する。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

15,311 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

2,816 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,407 

民 (千円) 

2,815 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,223 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

11,088 
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備考（注４）  

（注１）区分Ⅰの医療機関支援に係るソフトウェア事業の場合のみ記載すること。 
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注４）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅰ-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の

施設又は設備の整備に関する事業 

標準事業例 
２ 

事業名 No ２ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,500 千円 
精神科医療機関機能分化推進事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東部 

事業の実施主体 渡辺病院 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

○徘徊、妄想などの症状や身体合併症等を有する精神疾患患者については、

精神病床だけでなく、一般病床において受け入れているケースがあるが

対応に苦慮している実態がある。 

○本県における認知症高齢者数は 21,000 人程度と推計され、増加傾向にあ

るが、今後さらに高齢者人口が増加していく中で、認知症を含む精神疾

患患者への対応・受入体制づくりを進めていくことが求められている。 

○東部圏域においては、精神科医療機関である渡辺病院において、認知症

や身体合併症等を有する精神疾患患者の受入れやその家族を支える医療

機関としての役割を担っており、平成 31 年に認知症疾患療養病棟から認

知対応型介護医療院へ転換するなど取り組みを進めているところ。 

○渡辺病院において、身体合併症や認知症患者の受け入れ、在宅復帰支援

等に必要な施設・設備整備を行うことにより、認知症患者等の受入体制

強化を図ることで、精神科の病床以外で受け入れている精神疾患患者等

の受け入れ、長期に渡る入院患者の在宅移行を推し進め、精神科医療機

関の病床機能強化・分化を推進する。 

 アウトカム

指標 

病床機能の分化・連携を進めるため、急性期病床から回復期病床等へ

の病床転換を行う。（令和３年度：50 床） 

事業の内容 精神科長期療養患者の地域移行を進め、認知症等医療を行う医療機関の

機能分化を図るため、身体合併症や認知症患者の受入れ、認知症の増悪予

防に取り組む機能の充実等に対して補助する。 

アウトプット指標 精神科医療機関の施設・設備整備：１病院 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

徘徊、妄想などの症状や身体合併症を有する精神疾患患者への対応・受

入体制の強化、集約化を図っていくことで、適時・適切な医療を提供する

ことで可能な限り地域生活への移行を進めるとともに、一般病床を有する

医療機関における同患者の急性期の受け入れが減少することにより、一般

病床を有する医療機関の病床機能について、急性期から回復期等への転換

が進む。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

  5,500 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

0 

基 金 

国（Ａ） (千円) 

1,833 
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都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

917 

（注２） 民 (千円) 

1,833 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,750 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

2,750 

備考（注４）  

（注１）区分Ⅰの医療機関支援に係るソフトウェア事業の場合のみ記載すること。 
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注４）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅰ-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の

施設又は設備の整備に関する事業 

標準事業例 
４ 

事業名 No ３ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

793 千円 

地域医療支援病院・がん診療連携拠点病院等の

患者に対する歯科保健医療推進事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東部 

事業の実施主体 岩美町国民健康保険岩美病院、鳥取赤十字病院 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる高齢の入院患者の早期回復等を図り、入院患者

の地域生活への移行を円滑に推進するため、入院患者に対する歯科医療（口

腔ケア）の充実が必要。 

 アウトカム

指標 

慢性期機能の病床を令和５年までに 218床減少※令和３年度：20床減少 

事業の内容 地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対する口腔機能の

向上を図るため、歯科診療に必要な設備整備に対して補助する。 

アウトプット指標 設備整備医療機関数:２病院 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対する歯科医療

（口腔ケア）の充実を図り、がん患者への十分な歯科治療の提供や高齢の

入院患者の早期回復を図り地域生活への移行を推進することで、病床の機

能分化・連携を進める。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

  793 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

264 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

264 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

132 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

396 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

397 

備考（注４）  

（注１）区分Ⅰの医療機関支援に係るソフトウェア事業の場合のみ記載すること。 
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注４）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅰ-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の

施設又は設備の整備に関する事業 

標準事業例 
- 

事業名 No ４ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

583,669 千円 

急性期医療が不足している地域等における医

療提供体制強化事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 救急医療機関 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急性期医療の提供が不足している分野又は地域における医療提供体制の

強化が必要。 

 アウトカム

指標 

病床機能の分化・連携を進めるため、急性期病床から回復期病床等へ

の病床転換を行う。（令和３年度：50 床） 

事業の内容 急性心筋梗塞等の医療機能が不足している救急医療分野や在宅移行に伴

う在宅患者の急性増悪時の受入体制が不十分な地域などにおいて、将来各

医療機関が担う予定である急性期機能を補うための機器等の整備に対して

補助する。 

アウトプット指標 設備整備医療機関数：１２病院 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

急性期医療の提供が不足している分野又は地域の医療提供体制を充実させ

ることにより、急性期医療を担っている地域の他の医療機関の病床機能に

ついて、急性期から回復期等への転換が進む。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 583,669 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

32,626 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

44,749 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

22,375 

民 (千円) 

12,123 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

67,124 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

516,545 

備考（注４）  

（注１）区分Ⅰの医療機関支援に係るソフトウェア事業の場合のみ記載すること。 
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注４）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅰ-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の

施設又は設備の整備に関する事業 

標準事業例 
５ 

事業名 No ５ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

60,558 千円 
病床の機能分化・連携推進基盤整備事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 尾崎病院、ウェルフェア北園渡辺病院 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

2025 年に向けて急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービ

スを地域において総合的に確保していくため、病床の機能分化及び連携を

進める必要がある。 

 アウトカム

指標 

病床機能の分化・連携を進めるため、急性期病床から回復期病床等へ

の病床転換を行う。（令和３年度：50 床） 

事業の内容 病床機能の転換に対する施設設備整備への支援を行うとともに、地域医

療介護総合確保基金の活用方法、必要な医療機能の在り方等を協議する地

域医療構想調整会議へ助言を行うため、アドバイザーを派遣する。 

アウトプット指標 病床転換及びそれに伴う施設・設備整備：２病院 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

当該整備の実施により、医療資源の効率的な活用が可能となり、地域医

療構想達成に向けて必要とされる回復期機能等の病床の整備促進につなが

る。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 60,558 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

145 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

20,258 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

10,130 

民 (千円) 

20,113 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

30,388 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

30,170 

備考（注４）  

（注１）区分Ⅰの医療機関支援に係るソフトウェア事業の場合のみ記載すること。 
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注４）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 Ⅱ 居宅等における医療の提供 標準事業例 ７ 

事業名 No ６ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

16,126 千円 
在宅医療連携拠点事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 各地区医師会 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後の高齢化の進展や地域医療構想の推進に伴い、高齢患者の増加、在

宅医療の需要の増加が見込まれるため、医療と介護の連携を図り、受け皿

としての在宅医療の提供体制の確保、更なる充実を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

・訪問診療を実施する診療所・病院数：162 か所（H29）→195 か所（R5） 

 ※令和３年度：184 か所 

事業の内容 在宅医療を提供する機関が連携するための圏域内での調整・支援、地域

の医療・介護関係者による協議の場の定期開催、地域の医療・介護資源の

機能等の把握・情報提供や地域包括支援センター等との連携など、連携拠

点として在宅医療を推進するための取組を支援する。 

アウトプット指標 ・在宅医療に関する協議会・講演会等の開催：30 回 
・地域連携パス推進に関する協議会等の開催：10 回 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅医療連携拠点が中心となり、在宅医療への理解促進、医療と介護の

連携や、在宅医療に取り組む医療機関を増やす取組みなど、在宅医療に取

り組みやすい体制づくりを進めることで、在宅医療の提供体制の充実が図

られる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

16,126 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

10,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,000 

民 (千円) 

10,000 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

15,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

1,126 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅱ 居宅等における医療の提供 標準事業例 10 

事業名 No ７ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

16,000 千円 
在宅医療推進のための看護師育成支援事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

（１）在宅医療・介護連携の推進のためには、病院看護師の在宅医療の理

解を深めるとともに、訪問看護師の確保の強化を図る必要がある。 

（２）現状では訪問看護師は不足しており、訪問看護師の不足の要因、課

題として、知識や技術の不足、看護師自身の在宅看護への意識の低さな

どがある。 

（３）訪問看護ステーションに従事している看護職の 9 割弱が「やりがい

がある」と回答しており、在宅医療も高度化する中、継続就労のために

はスキルの強化を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

・県内訪問看護師数の増加：347 人（R2）→427 人（R4） 

 ※令和３年度：387 人 

事業の内容 入院中から在宅生活を意識した新卒看護師等の育成及び訪問看護師の養

成や、訪問看護能力強化による訪問看護師の離職防止支援などの看護人材

育成に対し助成を行う。 

アウトプット指標 以下コース受講者数 117 人／年 
①在宅生活志向をもつ看護師育成コース 
②在宅医療・看護体験コース 
③訪問看護能力強化コース 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

訪問看護師の実践能力を高め、水準の高い訪問看護師を育成すること、

訪問看護師が増えることで、病院から在宅へのスムーズな移行の実現によ

り在宅医療を推進させていく。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

16,000 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

10,666 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

10,667 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,333 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

16,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
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（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅱ 居宅等における医療の提供 標準事業例 12 

事業名 No ８ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

58,440 千円 
訪問看護師養成研修参加支援事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

○今後の高齢化の進展に応じて、需要増が見込まれる在宅医療や看取りに

関わる看護職員、医療の高度化・専門化に対応できる質の高い看護職員

の育成・確保が必要。特に小規模な事業所（訪問看護等）については、

職員数も少ないため、現任教育や新任教育をうける体制が整いにくく、

資質の向上が図りにくい。 

○また、緊急対応など 24時間対応体制が必要な医療依存度の高い利用者な

どに対応するため、夜間・休日においても緊急呼出待機の体制が取られ

ているが、現在の 24 時間 365 日の訪問看護対応体制が継続するよう処遇

改善を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

・県内就業看護職員数の増加：10,234 人（R2）→10,314 人（R4） 

・県内訪問看護師数の増加：347 人（R2）→427 人（R4） 

 ※令和３年度：387 人 

（令和４年度） 

・県内就業看護職員数の増加：10,234 人（R2）→10,314 人（R4） 

・県内訪問看護師数の増加：347 人（R2）→427 人（R4） 

事業の内容 ・看護職員のスキルアップの一環として、訪問看護職員養成講習会に看護

職員を参加させる施設に対する受講者の人件費を助成する。 
・週 24 時間以上勤務する新人訪問看護師を新たに雇用し、新人訪問看護

師に同行する（先輩）看護師の人件費を助成する。 
・訪問看護の救急呼出（オンコール）に備えて看護師が自宅等において待

機した場合の手当（待機手当）を支給する事業所に対して経費を助成す

る。 

アウトプット指標 ・訪問看護職員養成講習会参加者数：19人（R3） 

・訪問看護師待機手当を支給する事業所数：47事業所（R3） 

（令和４年度） 
・訪問看護職員養成講習会参加者数：12人（R4） 

・新人訪問看護師採用数：29 人（R4） 
・訪問看護師待機手当を支給する事業所数：52事業所（R4） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

訪問看護師の養成や処遇改善を行うことで、質の高い看護職員の確保及

び定着を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

  

(千円) 

58,440 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

982 

基 金 国（Ａ） (千円) 
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22,987 （注１） 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

11,493 

民 (千円) 

22,004 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

34,480 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

23,960 

備考（注３） 基金における支払い見込額 

R3:10,195 千円、R4：24,285 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅱ 居宅等における医療の提供 標準事業例 16 

事業名 No ９ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

17,363 千円 
在宅歯科医療拠点・支援体制整備事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取県歯科医師会等 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅療養者は、口腔の健康等を保つことが困難であり、歯科治療が必要

であるにも関わらず歯科治療を受診する方が少ない。訪問歯科診療の広報・

啓発を行うとともに、訪問歯科診療希望者の窓口の充実、機器等の整備及

び訪問歯科衛生士の養成支援を行う必要がある。 

 アウトカム

指標 

・在宅療養支援歯科診療所の増加：42 か所（R1）→67 か所（R5） 

 ※令和３年度：51 か所 

事業の内容 在宅歯科医療に係る患者、歯科医療機関との調整、相談業務等の在宅歯

科医療の提供に資する取組を行う在宅歯科医療連携室の運営及び在宅歯科

医療を行う医療機関の施設整備に対して支援を行う。また、通院が困難な

在宅患者の元に訪問し、口腔ケアの指導等に従事する歯科衛生士を養成す

るため、必要な研修の実施に係る支援を行う。 

アウトプット指標 ・訪問歯科実施件数：350 件（Ｒ３年度） 
・在宅歯科医療研修会延ベ受講者数：300 名（Ｒ３年度） 
・訪問歯科衛生士養成研修会延ベ受講者数：80 名（Ｒ３年度） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅歯科に係る人材育成、患者からの相談業務、歯科医療機関との調整

等を行うことで、在宅歯科医療の提供体制の強化を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

17,363 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

11,574 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,787 

民 (千円) 

11,574 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

17,361 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

2 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
 

  



（様式３：鳥取県） 

24 
 

事業の区分 Ⅱ 居宅等における医療の提供 標準事業例 - 

事業名 No １０ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

27,946 千円 
在宅医療推進事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 ささ木在宅ケアクリニック、博愛こども発達・在宅支援クリニック等 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる在宅患者に対して、適切な医療サービスが供給

できるよう在宅医療にかかる提供体制の強化が必要。 

 アウトカム

指標 

・訪問診療実施件数：5,814 件（H29）→6,414 件（R5） 

 ※令和３年度：6,214 件 

※実施件数は医療施設調査に基づく。 

事業の内容 訪問看護・在宅医療の充実、精神科在宅復帰等を推進するため、訪問診

療、訪問看護、リハビリテーション等に必要な施設・設備整備を行う。 

アウトプット指標 在宅医療の提供体制の充実を図る医療機関への支援数（25 カ所／年） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅医療にかかる提供体制の強化を図ることで、増加が見込まれる在宅

患者に対して、適切な医療サービスが供給できる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

27,946 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,066 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

8,519 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,260 

民 (千円) 

7,453 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

12,779 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

15,167 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅱ 居宅等における医療の提供 標準事業例 22 

事業名 No １１ 新規事業／継続事業 新規 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,150 千円 

在宅医療（薬剤）の研修充実に向けたシステム

整備等事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取県薬剤師会 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムにおいて、薬剤師は多職種と連携して、地域住民

の健康をサポートする役割を果たすことが重要であり、そのためにも鳥取

県薬剤師会及び各支部に接続するテレビ会議システムの整備による在宅医

療等の研修の活性化を図る。 

 アウトカム

指標 

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数：254 か所（R2）→262 か所（R5） 

 ※令和３年度：257 か所 

※実績は中国四国厚生局「管内の施設基準の届出受理状況」より 

事業の内容 在宅医療に取り組む薬局を増やし、また在宅医療に関する知識を向上さ

せることを目的とし、県内３区域のテレビ会議システムを更新し、外部講

師による研修会の実施、委員会活動の活性化により、在宅医療に取り組む

多職種との連携を図る。 
また、テレビ会議システムを活用した在宅医療の研修会を実施する。 

アウトプット指標 ・多職種連携による取組んでいる事業（在宅介護、もの忘れ相談、受診勧

奨取組、HbA1c 測定取組）に関する研修会の実施：10 回（R3） 
・地域保健に関する委員会の実施：４回（R3） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

テレビ会議システムの整備に伴い、より効率的・効果的な研修等の運営

が可能となることから、研修等の実施回数の増加、質の向上が見込まれる

ことにより、県内薬局等への在宅医療への理解を深め、在宅医療の提供体

制強化の推進に寄与する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,150 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

2,383 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,192 

民 (千円) 

2,383 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,575 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

3,575 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅱ 居宅等における医療の提供 標準事業例 12 

事業名 No １２ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

13,030 千円 
訪問看護支援センター事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療の需要の増加が見込まれる中、訪問看護サービスの安定的供給

及び在宅医療の推進体制の強化を図り、不足する訪問看護師を確保できる

ようにするためには、訪問看護事業に係る人材育成、経営支援、普及活動

等への支援が必要。 

 アウトカム

指標 

県内訪問看護師数の増加：347 人（R2）→427 人（R4） 

※令和３年度：387 人 

事業の内容 人材育成機能、経営支援機能、普及活動機能を備えた鳥取県訪問看護支

援センターの運営を公益社団法人鳥取県看護協会に委託する。 

アウトプット指標 ・訪問看護師養成講習会受講者：32 人（R3） 
・フォローアップ講座受講者：120 人（R3） 
・訪問看護出前講座：25 回（R3） 
・訪問看護ステーションの経営支援：20 か所（R3） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

新規の訪問看護師養成、既に訪問看護師として従事している看護師のキ

ャリアアップ、訪問看護ステーションの経営支援により、訪問看護師数の

増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

13,030 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

8,686 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,344 

民 (千円) 

8,686 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

13,030 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

8,686 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業区分３：介護施設等の整備に関する事業 
 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.1（介護分）】 
鳥取県地域医療介護総合確保基金（施設整備）補

助金 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

802,029 千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県東部、中部、西部 

事業の実施主体 鳥取市、倉吉市、米子市、伯耆町、湯梨浜町、北栄町、日野町、社会福祉

法人日翔会、社会医療法人仁厚会、社会福祉法人敬仁会、社会福祉法人福

生会、社会福祉法人こうほうえん、社会福祉法人やず、医療法人専仁会、

社会福祉法人信生会、医療法人真誠会、社会福祉法人真誠会、社会医療法

人同愛会、社会福祉法人博愛会、社会福祉法人恩賜財団済生会支部鳥取県

済生会、医療法人アスピオス、医療法人誠医会、医療法人佐々木医院、社

会福祉法人あすなろ会、社会福祉法人赤碕福祉会、社会福祉法人尚徳福祉

会、株式会社ユニマット・リタイヤメント・コミュニティ､メディカ・サ

ポート株式会社 

事業の期間 令和３年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 
高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：住民にとって身近な日常生活圏域を単位として介護拠

点の整備を図り、地域包括ケアシステム構築を進める。 

事業の内容 介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行う。 
・地域密着型サービス施設等の整備への助成及び開設準備経費等へ

の支援 
・介護施設等で大規模修繕を実施する際に、介護ロボット導入支援事 

業及びＩＣＴ導入支援事業において対象となっている機器等を導入 

・介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備するため、

看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設

の改修、ベッド等の整備 

・介護人材を確保するため、介護施設等の事業者が当該介護施設に勤 

務する職員の宿舎を整備 

・介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するため、居室等に

陰圧装置を設置 

・介護施設等における多床室の個室化のための改修 

・高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備 
 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備

等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整

備を促進する。 
  ・認知症高齢者グループホーム 

<県東部>３６０人（３１カ所）→４１４人（３４カ所） 
<県中部>５０４人（３２カ所）→５１３人（３３カ所） 
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<県西部>６２１人（３９カ所）→６３９人（４０カ所） 
   ・小規模多機能型居宅介護事業所 

＜県東部＞８８４人／月分（３５カ所）→９１３人／月分（３６

カ所） 
<県中部>３０７人／月分（１１カ所）→３３６人／月分（１２カ

所） 
<県西部>５５９人／月分（２２カ所）→５８８人／月分（２３カ

所） 
   ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

<県中部>２カ所→４カ所 
   ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

<県東部>１カ所→２カ所 
   ・特別養護老人ホーム１か所 

<県中部>０カ所→１カ所 
・介護医療院 

<県西部>０カ所→１カ所 
・介護付きホーム１カ所 

<県東部>１カ所→６カ所 
   ・介護施設等で大規模修繕を実施する際に、介護ロボット導入支援

事業及びＩＣＴ導入支援事業において対象となっている機器等を

導入（１８カ所） 
   ・介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備するため、

看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施

設の改修、ベッド等の整備（３カ所） 
 ・介護人材を確保するため、介護施設等の事業者が当該介護施設に

勤務する職員の 宿舎を整備（１カ所） 

 ・介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するため、居室等

に陰圧装置を設置（５カ所） 
・高齢者施設の感染拡大防止のための多床室の個室化整備（５カ所） 

 ・高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備（３

カ所） 
 

アウトカムとアウ

トプットの関連 
地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、地域密着型サービ

ス施設等の定員総数を増とする。 

事業に要する費用

の額 事業内容 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 
（注１） 

基金 
その他 
（Ｃ） 
（注２） 

国（Ａ） 都道府県
（Ｂ） 

①地域密着型サ

ービス施設等の

整備 

 (千円) 

286,720 

(千円) 

191,146 

(千円) 

95,574 

(千円) 

0 

②施設等の開

設・設置に必要

な準備経費 

(千円) 

358,113 

(千円) 

238,742 

 (千円) 

119,371 

(千円) 

0 

③介護保険施設 (千円) (千円) (千円) (千円) 
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等の整備に必要

な定期借地権設

定のための一時

金 

0 0 0 0 

④介護サービス

の改善を図るた

めの既存施設等

の改修 

(千円) 

3,500 

(千円) 

2,333 

(千円) 

1,167 

(千円) 

0 

⑤民有地マッチ

ング事業 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

⑥介護施設等に

おける新型コロ

ナウイルス感染

拡大防止対策支

援事業 

(千円) 

153,696 

(千円) 

102,464 

(千円) 

51,232 

(千円) 

0 

⑦介護職員の宿

舎施設整備 

(千円) 

0 

 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

金

額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 
(千円) 

802,029 

基金充当額 

（国費）に

おける公民

の別 
（注３） 

（注４） 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

534,685 

都道府県
（Ｂ） 

(千円) 

267,344 

民 (千円) 

534,685 

計（Ａ＋Ｂ） 
(千円) 

802,029 
うち受託事業

等（再掲）（注

２）(千円) 

 その他（Ｃ） 
(千円) 

0 

備考（注５） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：１９５，９８７千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：１６９，３４９千円 

令和５年度基金所用見込み額（国費）：１６９，３４９千円 
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事業区分４：医療従事者の確保に関する事業 
 

事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 50 

事業名 No １３ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,909 千円 
助産師等待機手当支援事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 分娩を取り扱う病院、診療所 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

時を選ばない分娩に対応するため、産科医療機関は夜間・休日において

も助産師・看護師を確保する必要があるが、他の診療科にはない勤務環境

の過酷さなどから確保が困難な状況がある。 

 アウトカム

指標 

・県内就業看護職員数の増加：10,234 人（R2）→10,314 人（R3） 

事業の内容 分娩の際の救急呼び出しに備えて、助産師・看護師が自宅等において待

機した場合に、待機１回につき手当を支給する医療機関に対し、その一部

を助成する。（なお、待機の日に実際に呼び出しのあった場合は、その日

を控除する。） 

アウトプット指標 助産師等待機手当支給件数：1,440 件（R2）→1,500 件（R3） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

助産師・看護師に対する待機手当の支給により処遇改善を図り、助産師

等を確保する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,420 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

367 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

834 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

417 

民 (千円) 

467 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,251 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

1,658 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 28 

事業名 No １４ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

29,863 千円 
救急勤務医支援事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取市立病院、鳥取県済生会境港総合病院等 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

救急医療機関への軽症患者の受診等で医師の負担が過重となっており、

救急勤務医の処遇改善や救急勤務医の増加が求められている。 

 アウトカム

指標 

救急科医師：14.0(R2)→14.5 名（R3) 

（常勤換算後）※数値は「医師数に関する調査」より 

事業の内容 休日・夜間に救急対応を行う医師に支払われる救急勤務医手当の一部を

補助する。 

アウトプット指標 救急勤務医手当の支給件数：3,092 件（Ｒ2）→3,300 件（R3） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

救急勤務医の処遇を改善することにより、救急勤務医の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

29,863 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

3,154 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

3,783 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,891 

民 (千円) 

629 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,674 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

24,189 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 28 

事業名 No １５ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,730 千円 
新生児医療担当医確保支援事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

職務の複雑さや就労環境等が特殊なことから小児科医師の負担が過重と

なっており、医師不足が懸念されていることから、処遇改善を図る必要が

ある。 

 アウトカム

指標 

実施主体における NICU 専任医師数の維持：26名（R2）→26 名（R3） 

事業の内容 NICU において新生児を担当する医師の処遇改善を目的として支給され

る NICU に入院する新生児に応じて支給される手当（新生児担当医手

当）を支給する医療機関に対して補助する。 

アウトプット指標 新生児医療担当医手当支給件数：162 件（R2）→165 件（R3） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

新生児医療担当医の処遇改善を行う医療機関を支援することにより、医

師の処遇改善を進めることで、確保が困難な新生児医療担当医師数の維持

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,730 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

384 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

384 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

192 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

576 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

1,154 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 32 

事業名 No １６ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

808 千円 
女性医師就業環境整備事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・西部 

事業の実施主体 鳥取赤十字病院、鳥取大学医学部附属病院等 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県内の女性医師は増加傾向にあることから、女性医師が働きやすい環

境を整備することが必要。 

 アウトカム

指標 

・女性医師数の増加：176 人（R2）→178人（R3） 

事業の内容 女性医師が働きやすい環境整備を促進することにより、就業の継続、復

職を支援するため、女性医師の就業環境の改善、充実に必要なハード事業

の実施経費を補助する。 

アウトプット指標 ・女性医師の就業環境整備：２箇所 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

女性医師が働きやすい環境を整備することで、女性医師数の離職防止を

図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

808 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

269 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

270 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

134 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

404 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

404 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 33 

事業名 No １７ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

841 千円 
歯科衛生士復職支援事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

西部 

事業の実施主体 鳥取県西部歯科医師会 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

歯科衛生士の不足状況の改善にあたり、結婚、出産により職を離れた者

の復職を支援する必要があるが、そのためには復職に不安を抱える歯科衛

生士等の技術面での支援及び相談体制の整備が必要。（参考：西部歯科医師

会が西部地区の歯科診療所に調査を行ったところ、半数近くの診療所が自

院の歯科衛生士は十分でないと回答した。） 

仕事と家庭の両立や知識、技術面での不安、勤務先の条件面での折り合

いがつかないなど、再就職を希望していても復職に至らない場合も多いた

め、希望者に対して継続的にフォローアップしていく必要ことで、復職に

結び付けていく必要がある。 

 アウトカム

指標 

歯科衛生士の復職者数：１名（R2：０名） 

事業の内容 出産・育児等の理由で離職した歯科衛生士の再就職に対する地区歯科医

師会の取組について支援する。 

アウトプット指標 ・歯科衛生士復職支援講習会開催：１回（R3） 
・講習会参加人数：１０人（R3） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

地区歯科医師会における歯科機器の進歩に伴う技能講習会の開催、復職

相談等により、歯科衛生士の不安を解消する一助となり復職につながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

841 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

561 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

280 

民 (千円) 

560 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

841 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 36 

事業名 No １８ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

13,551 千円 
看護師の特定行為研修受講補助事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 県立中央病院、鳥取大学医学部附属病院等 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

質の高い医療の提供のため、特定行為を行うことができる看護師の育成

が必要である。 

 アウトカム

指標 

・鳥取県内の特定行為看護師数：35 人（R2 年度末）→44人（R3年度末） 

（令和４年度） 

・鳥取県内の特定行為看護師数：45 人（R3 年度末）→55人（R4年度末） 

事業の内容 看護師の特定行為研修の指定研修機関が実施する特定行為研修に看護師

を派遣する経費を助成する。 

アウトプット指標 ・研修派遣経費助成数：８人（R3） 

（令和４年度） 

・研修派遣経費助成数：10 人（R4） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

特定行為看護師を育成することにより、継続した医療提供体制の確保に

向け、質の高い看護師の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

13,551 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

6,701 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

7,318 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,659 

民 (千円) 

617 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

10,977 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

2,574 

備考（注３） 基金における支払い見込額 

R3：3,129 千円、R4：7,848 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 

  



（様式３：鳥取県） 

36 
 

 

事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 39 

事業名 No １９ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

341,526 千円 
看護師等養成所運営事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取看護高等専修学校、倉吉看護高等専修学校、鳥取市医療看護専門学校、

米子医療センター附属看護学校 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

継続した医療提供体制の確保に向け、質の高い医療・介護人材を育成・

定着させる必要がある。 

 アウトカム

指標 

看護学生の県内就業者数：246 人（R2）→260 人（R3） 

事業の内容 看護師等養成所における教育内容の向上を図るため、養成所の運営に対

する支援を行う。 

アウトプット指標 支援養成所数：４か所 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

県内の看護師等養成所の運営を支援して教育内容の向上を図ることで、

看護学生の養成数を維持し、県内就業する看護師等の確保につなげる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

341,526 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

12,128 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

17,949 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,974 

民 (千円) 

5,821 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

26,923 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

314,603 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 - 

事業名 No ２０ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

13,431 千円 
看護教育教材整備事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取看護大学、鳥取看護専門学校、米子医療センター附属看護学校等 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

鳥臨床現場で行われる最新の知識・技術や図書に触れ、看護知識・看護

技術を習得した看護職員を確保する必要がある。 

 アウトカム

指標 

病院勤務看護師数の増加 5,721 人（R2）→5,730 人（R3） 

事業の内容 看護基礎教育を充実させるため、医療機関及び看護師養成所の図書・教

材の整備を行う。 

アウトプット指標 支援養成施設数：４か所 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

看護教材や図書の購入により、看護師養成所における看護教育の充実を

進め、専門職としてキャリアアップできる環境を整えることで、質の高い

看護職員の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

13,431 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,247 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

4,551 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,275 

民 (千円) 

3,304 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

6,826 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

6,605 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 39 

事業名 No ２１ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

17,092 千円 
実習指導者養成支援事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 智頭病院、倉吉病院等 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護学生の実習受入れに必要な実習指導者の育成を行うことは、看護師

の育成には重要であり、実習指導者を養成し、看護職員及び看護学生の資

質の向上を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

・県内養成施設の卒業生の県内就業率の上昇：62.8％（R2）→70.0％（R3） 

（令和４年度） 

・県内養成施設の卒業生の県内就業率：66.2％（R3）→66.6％（R4） 

事業の内容 ・病院や病院以外における看護実習の充実を図るための実習指導者養成講

習会を開催するとともに、実習指導者の資質向上を図り、実習体制整備

を図るためのフォローアップ研修を行う。 
・看護学生への臨地実習指導を充実させ、質の高い看護師養成を行うた

め、実習指導者養成に係る研修受講経費の助成を行う。 

アウトプット指標 ・施設講習会受講施設数：20 施設 

・看護実習指導者の養成数：30 人 

（令和４年度） 

・施設講習会受講施設数：10 施設 

・看護実習指導者の養成数：24 人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

実習指導者を養成することにより、看護学生を受け入れる実習施設が増

え、臨地実習における指導体制が充実するとともに、実習を通じて、実習

施設の地域医療における役割や、働きがいを伝えることで、看護学生の卒

後の県内就業を促進し、看護職員の人材確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

17,092 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

862 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

10,141 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,071 

民 (千円) 

9,279 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

15,212 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

8,220 

その他（Ｃ） (千円) 

1,880 

備考（注３） 基金における支払い見込額 

R3：7,380 千円、R4：7,832 千円 
（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
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（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 28 

事業名 No ２２ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,669 千円 

周産期医療に係わる専門的スタッフの養成事

業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

鳥取大学医学部附属病院の総合周産期母子医療センター及び NICU では、

新生児の家族への授乳指導や育児指導等の業務を医師及び看護師が行って

おり、当該業務が負担となっている。 

 アウトカム

指標 

鳥取大学医学部附属病院（産婦人科医療スタッフ）の時間外勤務時間数の

減少：１人あたり 50 時間／年（※R1：１人あたり 53 時間／年） 

事業の内容 鳥取大学医学部附属病院の総合周産期母子医療センターの医療スタッフ

が行ってきた事務の一部を代行する医療ソーシャルワーカー、臨床心理士

等の確保を図る。 

アウトプット指標 総合周産期母子医療センターの医療スタッフの負担を軽減するための臨

床心理士確保（１名／毎年度） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

鳥取大学医学部附属病院の総合周産期母子医療センターの臨床心理士等

を確保することで、妊婦の心理カウンセリングや多職種カンファレンスな

ど、入院中の心理サポートから退院支援まで幅広い業務を行うことが可能

となり、同院の医師、看護師等の医療スタッフの負担軽減を図り、時間外

の増加を防ぐ。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,669 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

3,112 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

3,112 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,557 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,669 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 50 

事業名 No ２３ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

36,668 千円 
医師等環境改善事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取赤十字病院、三朝温泉病院、博愛病院等 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師・看護師にとって、事務作業が負担となり、診療等の業務に支障を

きたしている。 

 アウトカム

指標 

補助対象医療機関における医師の時間外勤務の縮減：１人あたり 578 時間

／年以内（R2:578 時間） 

事業の内容 医師事務作業補助者等の導入（人員）増加など医療機関における勤務環

境改善に係る取組に対して支援する。 

アウトプット指標 医療クラークの雇用：20 名（R2：15 名） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医師等の業務サポートを行う医療クラークの人員の増加、医療機関にお

ける ICT の活用により、医療従事者の業務省力化、効率化、並びに勤務環

境改善につながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

36,668 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

2,367 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

10,414 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,206 

民 (千円) 

8,047 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

15,620 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

21,048 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 50 

事業名 No ２４ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

336,565 千円 
病院内保育所運営事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 清水病院、野島病院、博愛病院等 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

後期高齢者数がピークになると予想される２０２５年には、看護職員需

給推計の結果、10,401 人の看護職員の供給を見込んでいる。この供給数を

確保するに当たって、出産・育児を理由とした離職の発生を抑制すること

で、離職率の増加を抑制し、医療現場において看護師が育児をしながら安

心して働くことができる体制を確保していく必要がある。 

 アウトカム

指標 

看護職員（40 歳未満）の離職率の低下：7.4%（R2）→7.3%（R3） 

事業の内容 子育て中の看護職員等の医療従事者が安心して働くことができるように

するとともに、看護職員等の離職防止及び再就業支援を促進するため病院

内保育所の運営を行う。 

アウトプット指標 病院内保育施設を運営する病院への補助（８病院） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

院内保育施設の運営を支援することにより、子育てしながら働きやすい

環境を整備し、看護職員の出産・育児による離職防止を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

336,565 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

12,109 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

19,590 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

9,795 

民 (千円) 

7,481 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

29,385 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

307,180 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 - 

事業名 No ２５ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,041 千円 
地域医療連携研修会開催支援事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院等 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療計画において、４疾病６事業については、地域において切れ目のな

い医療提供体制の構築により、県民が安心して医療を受けられるようにす

ることが求められているため、病院、診療所、訪問看護ステーション等の

連携の推進及び、高度・多様化する医療、救急・災害時に対応できる医療

人材の育成を支援する必要がある。 

 アウトカム

指標 

・４疾病における死亡数の減少：人口 10万人当たり計 538 人（R3） 

（R1：人口 10 万人当たり計 542 人） 

（令和４年度） 

・４疾病における死亡数の減少：人口 10万人当たり計 518 人（R4） 

（R3：人口 10 万人当たり計 528 人） 

事業の内容 ４疾病６事業に関して、地域の医療機関連携のもと実施する資質向上等

のための研修会等の開催に対し、補助する。 

アウトプット指標 ・地域医療連携研修会の開催（30回／年） 

（令和４年度） 

・地域医療連携研修会の開催（30回／年） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医療機関等の連携による研修会の開催により、医療人材の資質向上、災

害時等の医療連携に係る従事者が養成され、医療機関の連携強化、医療の

質の向上が図られる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,041 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,313 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

2,537 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,269 

民 (千円) 

1,224 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,806 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

2,235 

備考（注３） 基金における支払い見込額 

R3：606 千円、R4：3,200 千円 
（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 - 

事業名 No ２６ 新規事業／継続事業 新規 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

35,764 千円 
公衆衛生行政体制整備事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

新型コロナウイルス感染症や、がん対策、フレイル対策、健康づくりな

ど、公衆衛生行政の重要性が増大する中、本県の公衆衛生体制の充実・強

化や将来の保健所医師の確保が喫緊の課題となっている。 

 アウトカム

指標 

・公衆衛生充実・強化等を行う医師の確保：０名（R2）→１名（R3） 

（令和４年度） 

・公衆衛生充実・強化等を行う医師の確保：１名（R3）→２名（R4）  

（令和５年度） 

・公衆衛生充実・強化等を行う医師の確保：２名（R4）→３名（R5）  

事業の内容 鳥取大学と県が連携協定を締結した上で、鳥取大学が新たに公衆衛生医

師を確保することで、医局から保健所に恒常的に人材を派遣するほか、以

下の取組を実施し、公衆衛生行政の充実・強化と将来の公衆衛生医師不足

の解消を図る体制を構築する。 
＜地域住民向け＞ 
〇地域住民を対象とした公衆衛生（食中毒、感染症、熱中症、健康づく

りなど）のミニ講座（オープンキャンパス）の開催 
〇地域住民と医学生との交流活動への参加 
＜県向け＞ 
〇県が抱える公衆衛生行政上の課題（食中毒、感染症、熱中症、健康づ

くりなど）の調査研究及び結果のフィードバック 
〇公衆衛生行政に係る施策立案段階での助言 
〇将来の公衆衛生医師の確保（医学部生の保健所での実習の企画・運

営、公衆衛生医師の全国ネットワークづくり） 

アウトプット指標 ・公衆衛生医師不足解消のための体制構築を検討するための調査・研究実 
 施のための医師の確保（１名）（R3） 
（令和４年度） 
・公衆衛生医師不足解消のための体制構築を検討するための調査・研究実 
 施のための医師の確保（１名）（R4） 
（令和５年度） 
・公衆衛生医師不足解消のための体制構築を検討するための調査・研究実 
 施のための医師の確保（１名）（R5） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

公衆衛生医師不足解消のための体制構築を検討するための調査・研究等

実施のために医師を確保することで、鳥取県と鳥取大学との連携強化、保

健所の体制強化を行い、医師が年間を通じて保健所への助言や公衆衛生の

県民への普及啓発等を行うほか、今後の医師不足解消に向けた体制の構築
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を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

35,764 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

17,556 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

17,556 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,778 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

26,334 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

9,430 

備考（注３） 基金における支払い見込額 

R3:10,093 千円、R4：4,041 千円、R5：12,200 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 - 

事業名 No ２７ 新規事業／継続事業 新規 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

13,537 千円 

障がい児医療に係る医療・療育・保健体制整備

事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

障がい児医療に携わる医師が慢性的に不足している中、地域の医療機関

や県立療育機関への大学のサポートも年々困難となってきており、障がい

児医療体制の再構築を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

・鳥取大学から県機関へ新たに派遣された医師（障がい児医療に携わる医

師）の確保：０名（R2）→１名（R4） 

（令和５年度） 

・鳥取大学から県機関へ新たに派遣された医師（障がい児医療に携わる医

師）の確保：０名（R4）→１名（R5） 

事業の内容 鳥取大学と県が協定を締結した上で、鳥取大学が新たに障がい児医療に

携わる医師を確保し、医局から総合療育センター等の県機関へ恒常的に人

材を派遣できる体制を整える。 
また、障がい児医療に係る大学、医療機関及び療育機関等の本来担うべ

き役割を整理するとともに、今後の障がい児医療に係る医療・療育・保健

体制等のあり方について調査研究することにより体制の再構築を図る。 
※調査研究は県から鳥取大学に委託して実施する。 

アウトプット指標 ・障がい児医療に係る医師の研修日数：25 日（R3） 

（令和４年度） 

・障がい児医療に係る医師の研修日数：25 日（R4） 

（令和５年度） 

・障がい児医療に係る医師の研修日数：25 日（R5） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

障がい児医療に係る医療・療育・保健体制等のあり方の調査・研究等実

施のために医師を確保し、鳥取県と鳥取大学との連携強化、総合療育セン

ター等の体制強化を行うほか、今後の医師不足解消に向けた体制の再構築

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

13,537 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

9,024 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

9,024 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,513 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

13,537 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 
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備考（注３） 基金における支払い見込額 

R3：1,271 千円、R4：1,066 千円、R5：11,200 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 25 

事業名 No ２８ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

49,341 千円 
鳥取県地域医療支援センター運営事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取県、鳥取大学医学部 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、地域医療を担う医師のキャリア形成支援や医師不足病院の支援等、

医師確保対策を総合的に推進する必要がある。 

 アウトカム

指標 

病院勤務医師数の増加 1,137 人（R2）→1,164 人（R3） 

（令和５年度） 

病院勤務医師数の増加 1,227 人（R4）→1,228 人以上（R5） 

事業の内容 地域医療に従事する医師のキャリア形成の支援と一体的に医師不足病院

への医師の配置等を行うため、地域医療支援センターを運営する。 

アウトプット指標 ・医師派遣・あっせん数の増加:115 人（R）→153 人（R3） 

・キャリア形成プログラムの作成数の増加：115 人（R1）→153 人（R3） 

・地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数の割合の

維持：100%（R2）→100%（R3） 

（令和５年度） 

・医師派遣・あっせん数の増加:162 人（R4）→175 人（R5） 

・キャリア形成プログラムの作成数の増加：162 人（R4）→175 人（R5） 

・地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数の割合の

維持：100%（R4）→100%（R5） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

卒後、個々の奨学受給医師が県内で返還免除要件を果たしながら、医師

としてのキャリア形成が出来るよう、面談等きめ細かな支援を行い、地域

定着を図ることにより、県内病院に勤務する医師数の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

49,341 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

32,894 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

32,894 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

16,447 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

49,341 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 基金における支払い見込額 

R3：15,526 千円、R5：33,815 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
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（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 - 

事業名 No ２９ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

29,278 千円 

寄附講座（鳥取大学医学部地域医療学講座）開

設事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療に貢献する人材育成と地域医療の発展のため、地域医療の実践

と研究、教育を行うとともに、地域医療を志す医師を支援する必要がある。 

 アウトカム

指標 

病院勤務医師数の増加 1,137 人（R2）→1,164 人（R3） 

事業の内容 鳥取大学が設置する地域医療学講座に寄附を行うことにより、以下の事

業を行う。 
（１）地域医療に貢献する人材の育成 
（２）地域医療に関する実践 
（３）地域医療に関する研究 

アウトプット指標 奨学生の県内定着者数の増加 54 人（R1 年度）→89 人（R3 年度） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

地域医療の実践と研究、教育を行うとともに、地域医療を志す医師を支

援することにより、県内病院に勤務する医師数の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

29,278 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

19,518 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

19,518 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

9,760 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

29,278 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 29 

事業名 No ３０ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

461 千円 
小児救急地域医師研修事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

小児の救急事例に対応できる高度な技術を持った医師を養成すること

で、小児救急医療体制の強化を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

乳児死亡率 2.8％（R1）→1.9％（R5） 

※令和３年度までに 2.4％ 

事業の内容 各地区医師会に委託して、小児救急事例に対応できる小児科医の養成を

目的とした研修を開催する。 

アウトプット指標 各地区医師会において、小児科専門医による研修を年 1 回実施。 
小児救急地域医師研修受講者数：90 人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

小児救急に対応できる医師の養成するための研修を開催することで、小

児救急についての専門的な知識を持った小児科医を増やす。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

461 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

308 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

153 

民 (千円) 

308 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

461 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

308 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 49 

事業名 No ３１ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,642 千円 
勤務環境改善支援センター運営事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療現場の厳しい勤務環境を改善することで、医療人材の定着及び安定

的確保を図る。 

 アウトカム

指標 

・病院勤務医師数の増加 1,137 人（R2）→1,164 人（R3） 

・県内の看護師数の増加：10,234 人（R2）→10,314 人（R4） 

・看護職員（40歳未満）の離職率の低下：7.4%（R2）→7.3%（R3） 

事業の内容 医師、看護師等の医療従事者の離職防止・定着促進を図ることを目指

し、勤務環境改善に取り組む医療機関を支援するため、医療機関からの相

談に対し、情報提供や専門的な支援を行う。また、医療従事者の働き方改

革についての広報、研修等を行う。（県医師会に委託） 

アウトプット指標 センターの支援により勤務環境改善計画や医師勤務時間短縮計画等を策

定する医療機関数：５医療機関 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医療機関での勤務環境改善事業の取り組みを支援することで、病院勤務

医師の増加、看護職員の離職防止を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,642 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

3,094 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,548 

民 (千円) 

3,094 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,642 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

3,094 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 53 

事業名 No ３２ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

17,724 千円 
小児救急電話相談事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

小児医療機関の診療時間外の小児救急医療体制を整備しているが、患者

数は増加傾向にあり、受診の必要のない患者の救急医療機関の受診や、軽

症患者の二次救急医療機関の受診など、医療関係者の負担が過重になって

おり、負担を軽減する必要がある。 

 アウトカム

指標 

・小児初期救急医療機関の受診者数の減少：8,375 人(R2)→8,000 人(R3) 

・二次救急医療機関の小児救急患者受入者数の減少：7,706 人（R2）→7,300

人（R3）  

（出典：小児救急医療体制の現況調べ） 

（令和４年度） 

・小児初期救急医療機関の受診者数の減少：4,028 人(R3)→3,900 人(R4) 

・二次救急医療機関の小児救急患者受入者数の減少：8,090 人（R3）→7,900 

人（R4） 

（出典：小児救急医療体制の現況調べ） 

事業の内容 夜間・休日の小児の急な病気、けが等について、緊急の受診の要否や対

処法等についての相談に対し、看護師や医師等が症状を聴取し、助言を行

う電話相談業務を委託により実施する。 

アウトプット指標 ・小児救急医療相談件数：4,000 件（R3） 

（令和４年度） 

・小児救急医療相談件数：3,000 件（R4） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

受診の要否や対処方法などについて相談できる体制を整備することによ

り、医療機関の適切な受診が促され、二次救急医療機関の負担が軽減する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

17,724 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

830 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

11,816 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,908 

民 (千円) 

10,986 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

17,724 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

10,986 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 基金における支払い見込額 

R3：8,871 千円、R4：8,853 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
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（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 - 

事業名 No ３３ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,169 千円 
医療機関の適正受診に係る情報発信事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

救急医療機関に軽症患者が殺到するなど、医療関係者の負担が過重にな

っており、負担軽減が必要。 

 アウトカム

指標 

・二次救急医療機関の小児救急患者受入者数の減少：7,706 人（R2）→7,300

人（R3）  

（出典：小児救急医療体制の現況調べ） 

・救急搬送人員に占める軽症患者の割合の低下：33.3％（R2）→31.6％（R3） 

※出典：鳥取県消防防災年報 

事業の内容 （1）保育園等において、小児の急な傷病に対する対処方法や適切な医療

機関の受診等について、出前講座を実施する。 
（2）小児救急ハンドブックや医療機関の適切な受診を促すリーフレット

等を作成・配布する。 

アウトプット指標 （1）出前講座実施回数（５回／年） 
（2）ハンドブック、リーフレットの配布数／年 
（ハンドブック 8,000 冊、リーフレット 21 万枚） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

出前講座、小児救急ハンドブック、医療機関の適切な受診を促すリーフ

レット等の配布による普及啓発活動により、軽症患者の救急受診の減少を

図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,169 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,446 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,446 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

723 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,169 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保 標準事業例 - 

事業名 No ３４ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,355 千円 
鳥取県立歯科衛生専門学校学生確保事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東・中・西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

「鳥取県歯と口腔の健康づくり条例」に基づき、歯科衛生士を中心とし

た予防歯科の取り組みが幅広く展開され、県民の健康づくりの一助となる

など、歯科医院のほか介護、福祉、教育の様々な分野において、歯科衛生

士のニーズも高まっており、人材不足が懸念されている。 

県内唯一の歯科衛生専門学校において、高度化、多様化したニーズに対

応できる人材を輩出する必要があるが、歯科衛生士という職種を知らない

人も多く、まずは、テレビスポット等を活用して歯科衛生士及び予防歯科

への興味、関心をもっていただくことをきっかけに、歯科衛生士を目指す

人材を増やし、安定的・継続的な歯科衛生士の確保を図っていく必要があ

る。 

 アウトカム

指標 

県立歯科衛生専門学校の入学者の維持 

32 人（R3 年度入学）→32 人（R4年度入学） 

事業の内容 鳥取県立歯科衛生専門学校のテレビスポット CM（１５秒間）を民放放

送局により放映する。 

アウトプット指標 放送局：民放２局 
放送期間：３ヶ月･･･月 40 本（全 120 本放送）／年 
放送時期：体験入学、推薦、社会人入学、一般入学の各募集時期 
（７月、９月、12 月頃） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 テレビスポット CM の放送を通じ、歯科衛生士を目指す人材を増やし、

将来の歯科衛生士の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,355 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,570 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

785 

民 (千円) 

1,570 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,355 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,570 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
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（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業区分５：介護従事者の確保に関する事業 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）基盤整備 

（小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等） 

事業名 【No.２（介護分）】 
介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置

等） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

100 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人)  

事業の内容 関係機関等との役割分担・連携等を進める協議会の開催 

アウトプット指標 協議会の開催 年３回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護の事業者団体、職能団体、養成機関等との連携強化により、

介護人材確保の取組を充実させる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

100 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

67 

基金 国（Ａ） (千円) 

67 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

33 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

100 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：３１千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：３６千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）基盤整備 

（小項目）人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実施事   

     業 

事業名 【No.３（介護分）】 
人材育成等に取り組む事業所の認証評価制

度実施事業  

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人)  

事業の内容 介護人材の育成・定着に取り組む事業所の認証・評価制度の運用 

アウトプット指標 認証評価制度の実施 2 事業所 

アウトカムとアウトプット

の関連 

認証評価制度創設により、個々の介護事業者の人材育成の取組状

況を求職者から見える化し、介護事業者のレベルアップ、介護職

への参入・定着促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

667 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

333 

民 (千円) 

667 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

667 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：２１４千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：４５３千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の

理解促進事業 

事業名 【No.４（介護分）】 
地域住民や学校の生徒に対する介護や介護

の仕事の理解促進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

11,505 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県社会福祉協議会、ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｹｱｺﾝﾃｽﾄ実行委員会、境港市、

鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人) 

事業の内容 ・働く介護家族等が受講しやすい時間、受講料等を設定した

「介護職員初任者研修」の開催支援（介護と仕事の両立に役

立つ情報提供） 

・介護離職防止を目的とした介護保険制度・サービスの理解を

深めるための企業内研修の開催支援 

・介護や介護の仕事への理解促進を図る介護技術コンテストの

開催支援 

・介護の仕事に対する偏ったイメージの払拭、魅力発信を行う

広報活動、イベントの開催 

・介護の事業者団体等の介護人材参入促進の取組支援 

 （小学生・保護者及び中高生に対する介護の仕事の理解促進） 

アウトプット指標 ・働く介護家族が受講しやすい「介護職員初任者研修」開催 2

課程 

・介護の理解を深める企業内研修の開催 30 回 

・介護技術コンテスト 参加者 500 人 

・介護人材魅力発信イベントの開催 参加者 50 人 

・介護の事業者団体等の介護人材参入促進の取組支援 2 団体 

アウトカムとアウトプット

の関連 

広報ツールやイベント開催等により、地域住民の介護や介護の仕

事に対する認知度・イメージを向上させ、介護人材のすそ野を拡

大する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

11,505 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公  (千円) 

146 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,670 
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都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,835 

公民の別 

（注１） 

民 (千円) 

7,524 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

11,505 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

6,763 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：３,６０９千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：４,０６１千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした

介護の職場体験事業 

事業名 【No.５（介護分）】 
若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象

とした介護の職場体験事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

138 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人) 

事業の内容 夏休みにおける中高生の介護の仕事体験 

アウトプット指標 中高生の体験参加者 100 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護職場の見学や仕事体験により、高齢者や介護に対する理解を

深め、介護分野への進路選択を促す。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

138 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

92 

基金 国（Ａ） (千円) 

92 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

46 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

138 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）参入促進のための研修支援 

（小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.６（介護分）】 
介護未経験者に対する研修支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,732 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県社会福祉協議会、南部箕蚊屋広域連合 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人) 

事業の内容 ・「介護職員初任者研修」等の受講料等支援及び就業支援 

・介護の事業者団体等の介護人材参入促進の取組支援 

（管内住民の介護職員初任者研修の受講支援） 

アウトプット指標 ・介護職員初任者研修の受講支援 160 人 

・生活援助型研修の受講支援 15 人 

・介護の事業者団体等の介護人材参入促進の取組支援（管内住民 

の介護職員初任者研修の受講支援） 10 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護職員初任者研修等の受講支援により、基本的なスキルを持つ

人材を確保する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,732 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

80 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,155 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,577 

民 (千円) 

3,075 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

4,732 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：８８８千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：２，２６７千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッ

チング機能強化事業 

事業名 【No.７（介護分）】 
多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じ

たマッチング機能強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

29,162 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県社会福祉協議会、鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人) 

事業の内容 ・就職支援コーディネーターによる求職者、求人事業者等とのき

め細やかなマッチング 

・求職者や新卒予定者を対象とした就職フェアの実施 

・学生の進路選択を支援するための説明会等の実施 

アウトプット指標 ・就職支援コーディネーターの配置、相談支援 ２名 
・就職フェアを通じた就職者数 10 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

就職支援コーディネーターを配置することにより、介護分野への

新規就労、潜在介護福祉士等の再就職の支援を強化し、介護サー

ビス従事者の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

29,162 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

19,441 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

9,721 

民 (千円) 

19,441 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

29,162 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

16,492 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：９，６１６千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：９，８２５千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）介護に関する入門的研修の実施からマッチングまで 

の一体的支援事業 

事業名 【No.８（介護分）】 
介護に関する入門的研修、生活援助従事者研

修の受講等支援事業（介護に関する入門的研

修の実施等からマッチングまでの一体的支

援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,757 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県社会福祉協議会、鳥取県老人保健施設協会、鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人) 

事業の内容 ・介護助手導入支援事業 

・介護の入門的研修の開催 

アウトプット指標 ・介護助手導入 10 事業所 
・介護の入門的研修の開催 受講者 60 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

入門的研修の開催や介護助手制度の導入を支援することにより、

元気な高齢者等の介護分野への新規就労の仕組みを構築し、介護

サービス従事者のすそ野拡大を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

10,757 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,171 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,586 

民 (千円) 

7,171 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

10,757 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

4,106 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：３，３０２千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：３，８６９千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）介護に関する入門的研修の実施からマッチングまで 

の一体的支援事業 

事業名 【No.９（介護分）】 
介護に関する入門的研修、生活援助従事者研

修の受講等支援事業（生活援助従事者研修の

受講支援等からマッチングまでの一体的支

援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,500 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人) 

事業の内容 ・生活援助型研修の開催 

アウトプット指標 ・生活援助型研修の開催支援 受講者 30 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

生活援助型研修を開催することにより、訪問介護員の養成及び確

保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,500 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

500 

民 (千円) 

1,000 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,500 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,000 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：９２７千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）： ７３千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）外国人留学生及び特定技能１号外国人の受入環境整 

備事業 

事業名 【No.１０（介護分）】 
鳥取県介護事業者による外国人留学生への

奨学金支給に係る支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,019 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 介護サービス事業所 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人) 

事業の内容 ・鳥取県介護事業者による外国人留学生への奨学金支給に係る

支援事業 

アウトプット指標 ・外国人留学生への奨学金支給に係る支援利用事業者 １事業所 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護事業所による外国人への奨学金支給を支援することにより、

県内の介護サービス従事者の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,019 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

679 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

340 

民 (千円) 

679 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,019 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：  ３８６千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：  ２９３千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）介護分野への就職に向けた支援金貸付事業（福祉系

高校修学資金貸付事業） 

事業名 【No.１１（介護分）】 
福祉系高校修学資金貸付事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

35,142 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県社会福祉協議会 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人) 

事業の内容 ・福祉系高校生徒への修学資金貸付事業 

アウトプット指標 ・貸付件数  15 件 

アウトカムとアウトプット

の関連 

福祉系高校生徒に対する返還免除付きの修学資金貸付事業の実

施により、県内の介護サービス従事者の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

35,142 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

23,428 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

11,714 

民 (千円) 

23,428 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

35,142 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：１５，８２５千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）： ７，６０３千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）介護分野への就職に向けた支援金貸付事業（介護分

野就職支援金貸付事業） 

事業名 【No.１２（介護分）】 
介護分野就職支援金貸付事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

14,511 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県社会福祉協議会 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人) 

事業の内容 ・介護分野就職支援金貸付事業 

アウトプット指標 ・貸付件数  10 件 

アウトカムとアウトプット

の関連 

他業種で働いていた者等が介護分野の介護職として就職する際

に、返済免除付きの支援金の貸付を行うことにより、県内の介護

サービス従事者の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

14,511 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

9,674 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,837 

民 (千円) 

9,674 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

14,511 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：４，８１８千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：４，８５６千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業 

事業名 【No.１３（介護分）】 
多様な人材層に対する介護人材キャリアア

ップ研修支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

40,090 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県介護福祉士会、鳥取県作業療法士会、鳥取県老人保健施設

協会、鳥取県小規模多機能型居宅介護支援事業所連絡会、介護職

員や小規模事業所のグループ、鳥取県看護協会、鳥取県社会福祉

協議会、鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人) 

事業の内容 ・若手介護従事者のモチベーション向上とネットワーク化を図

る研修の実施 

・介護福祉士国家資格取得に向けた「介護職員実務者研修」の受

講料支援 

・複数の介護職員や小規模事業所のグループによる取組支援 

・事業所の職員全体のレベルアップに向けた介護福祉士養成施

設教員の派遣・研修 

・介護職員等に対する喀痰吸引等研修実施委員会の開催・研修の

実施 

・新卒訪問看護師の育成モデルプログラムを活用した訪問看護

師の育成支援 

・介護施設等の介護職員を対象とした実践的な技術・知識の習得

や指導者養成のための研修の実施 

・介護職員のための看取り研修の実施 

・介護の事業者団体等の資質の向上の取組支援 

（キャリアアップ研修の開催等） 

アウトプット指標 ・若手従業者のための介護の未来創造研修 3 回 

・介護職員実務者研修受講者 60 人 

・介護職員・小規模事業所グループによる取組 3 グループ 

・介護福祉士養成施設教員の派遣を受けての全体研修参加者 

 25 回 500 人 

・喀痰吸引等を安全に行える介護職員等 120 人 

・新卒の訪問看護師 1 人 
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・介護施設等の職員の専門スキルの向上 1,500 人 

・介護職員のための看取り研修受講者 100 人 

・介護の事業者団体等の資質の向上の取組支援 ４団体 
アウトカムとアウトプット

の関連 

介護事業所のキャリアアップ研修の支援等により介護職員等の

新規参入、定着を促進し、従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

40,090 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

740 

基金 国（Ａ） (千円) 

26,727 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

13,363 

民 (千円) 

25,987 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

40,090 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

16,896 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：１１，３５５千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：１５，３７２千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修 

支援事業（介護支援専門員資質向上事業） 

事業名 【No.１４（介護分）】 
多様な人材層に対する介護人材キャリアア

ップ研修支援事業（介護支援専門員資質向上

事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

30,353 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県社会福祉協議会、鳥取県介護支援専門員連絡協議会 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人) 

事業の内容 ・初任段階介護支援専門員支援（主任介護支援専門員の事業所

訪問による助言指導） 

・介護支援専門員研修の実施（実務・更新・主任・主任更新） 

アウトプット指標 ・初任段階介護支援専門員支援 10 事業所×３回 

・介護支援専門員研修 450 人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

介護支援専門員の資質向上により、介護サービスの適切な提供を

図り、従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

30,353 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

20,235 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

10,118 

民 (千円) 

20,235 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

30,353 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：９２７千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）： ７３千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）潜在介護福祉士の再就職促進事業 

事業名 【No.１５（介護分）】 
潜在介護福祉士の再就職促進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,670 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県社会福祉協議会、鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人) 

事業の内容 ・介護の事業者団体等の潜在介護福祉士の再就職促進の取組 

 （離職介護福祉士等届出制度施行に伴う制度周知） 

・離職介護福祉士等届出制度等に係るシステム利用 

アウトプット指標 ・制度運用マニュアルの制定及び県内介護事業所への周知  

195 法人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

届出制度の周知を図り、離職後の介護分野への再就職支援を行

い、人材流出を防ぐ。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,670 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,113 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

557 

民 (千円) 

1,113 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,670 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

492 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：５４３千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：５７０千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.１６（介護分）】 
認知症ケアに携わる人材の育成のための研

修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

11,838 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援

推進員の活動 全市町村 19 

事業の内容 ・かかりつけ医の認知症対応力向上研修及び症例検討会 

・歯科医師の認知症対応力向上研修 

・薬剤師の認知症対応力向上研修 

・看護職員の認知症対応力向上研修 

・認知症介護職員及び認知症介護サービス事業者向け基礎研修、管理

者研修、開設者研修、計画作成担当者研修 

・認知症介護指導者フォローアップ研修への受講派遣 

アウトプット指標 ・かかりつけ医の認知症対応力向上研修及び症例検討会 ９回 

・認知症介護職員及び認知症介護サービス事業者向け基礎研 120 人 

・認知症介護サービス事業所管理者研修 80 人 

・認知症介護サービス事業者開設者研修 15 人 

・認知症介護サービス事業者計画作成担当者研修 45 人 

・認知症介護指導者フォローアップ研修への受講派遣 ２人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

認知症ケアに必要な知識や技術を習得させることにより、認知症

高齢者に対するサービスの質の向上を図るとともに支援体制を

整備する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

11,838 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,360 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,892 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,946 

民 (千円) 

6,532 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

11,838 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

6,532 

その他（Ｃ） (千円) 

0 
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備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：３，７２２千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：４，１７０千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質 

向上事業 

事業名 【No.１７（介護分）】 
地域包括ケアシステム構築に資する人材育

成・資質向上事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,717 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：対人援助業務のスキルアップ・機能強化、高齢

者施設における適切な新型コロナ対策 

事業の内容 ・各福祉分野の相談業務に従事する者等に対する対人援助業務

のスキルアップ・機能強化研修、連携強化研修 

・高齢者施設における新型コロナ対策現地指導 

アウトプット指標 ・対人援助業務のスキルアップ・機能強化研修、連携強化研修 

計４回（基礎研修１回、応用研修３回） 

・高齢者施設への感染予防の有識者の派遣 

アウトカムとアウトプット

の関連 

・研修会開催により、生活支援の担い手の育成を行い、認知症高

齢者等が安心して暮らせる支援体制を構築する。 

・高齢者施設に有識者を派遣することにより、適切な新型コロナ

対策を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,717 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,811 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,906 

民 (千円) 

3,811 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

5,717 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

3,811 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：１，３９０千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：２，４２１千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【No.１８（介護分）】 
権利擁護人材育成事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

14,562 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取市、米子市、倉吉市、鳥取県社会福祉協議会 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：市民後見人の配置による高齢者支援制度の構築 

全 3圏域 

事業の内容 ・市民後見人の養成・活動支援等 

・生活支援員の資質向上・育成のための研修 

アウトプット指標 ・市民後見人の養成 15 人 

・生活支援員の資質向上・育成のための研修 30 人×２回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

市民後見人の養成等により、認知症高齢者等が安心して暮らせる

支援体制を構築する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

14,562 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

8,641 

基金 国（Ａ） (千円) 

9,708 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,854 

民 (千円) 

1,067 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

14,562 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：４，５０９千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：５，１９９千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）新人介護職員に対するエルダー、メンター制度導入 

支援 

事業名 【No.１９（介護分）】 
新人介護職員に対するエルダー、メンター制

度導入支援 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,475 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 介護労働安定センター鳥取支部 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人)  

事業の内容 介護の事業者団体等の労働環境・処遇の改善の取組支援  

（エルダー・メンター制度導入促進研修等） 

アウトプット指標 介護の事業者団体等の資質の向上の取組支援 8 団体 

アウトカムとアウトプット

の関連 

事業所へのコンサルタント派遣及びセミナー開催により、労働環

境・処遇の改善を促し、介護サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,475 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,650 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,825 

民 (千円) 

3,650 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

5,475 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：１，７１２千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：１，９３８千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【No.２０（介護分）】 
管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促

進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,465 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県民間介護事業者協議会、鳥取県社会福祉協議会 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人) 

事業の内容 ・介護の事業者団体等の勤務環境改善の取組支援 

（労働法規、人事制度、賃金体系等の各種制度の理解促進を図る

管理者向け研修） 

・介護職員が定着しやすい職場環境改善研修 

アウトプット指標 ・介護の事業者団体等の労働環境改善の取組支援 １団体 

・介護職員が定着しやすい職場環境改善研修参加者 200 人  

アウトカムとアウトプット

の関連 

管理者向けの研修や専門相談により、労働環境・処遇の改善を促

し、介護サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,465 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

5,643 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,822 

民 (千円) 

5,643 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

8,465 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：２，６４０千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：３，００３千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

     （介護ロボット導入支援事業） 

事業名 【No.２１（介護分）】 
管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促

進事業（介護ロボット導入支援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

95,100 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 介護サービス事業所 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人)  

事業の内容 介護ロボットの導入支援 

アウトプット指標 介護ロボットの導入 55 機器以上 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護ロボットの導入により業務の負担軽減や効率化を図り、介護

サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

95,100 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

63,400 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

31,700   

民 (千円) 

63,400 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

95,100 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）： １，６８２千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：６１，７１８千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

     （ＩＣＴ導入支援事業） 

事業名 【No.２２（介護分）】 
管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促

進事業（ＩＣＴ導入支援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

126,346 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 介護サービス事業所 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人)  

事業の内容 ＩＣＴの導入支援 

アウトプット指標 ＩＣＴの導入 116 事業所 

アウトカムとアウトプット

の関連 

ＩＣＴの導入により業務の負担軽減や効率化を図り、介護サービ

ス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

126,346 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

84,231 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

42,115 

民 (千円) 

84,231 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

126,346 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：４０，３５５千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：４３，８７６千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業 

事業名 【No.２３（介護分）】 
外国人受入介護事業者等に対する学習強化

支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

147 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 介護サービス事業所 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 11,848 人(R1 年 11,061 人) 

事業の内容 ・外国人受入介護事業者等に対する学習強化支援事業 

アウトプット指標 ・学習強化支援事業利用事業者 2 事業所 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護事業所による外国人への学習等を支援することにより、県内

の介護サービス従事者の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

147 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

98 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

49 

民 (千円) 

98 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

147 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）：  ０千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）： ９８千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）緊急時介護人材等支援 

（小項目）新型コロナウイルス流行下における介護サービス事 

業所等のサービス提供体制確保事業 

事業名 【No.２４（介護分）】 
高齢者施設の新型コロナ対策支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

172,331 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 介護サービス事業所 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・職場環境改善、地域の多様な人材の

育成等、「地域包括ケアシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護サービス事業所によるサービスの継続 

事業の内容 ・新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対す

るサービス継続支援 

アウトプット指標 ・介護サービス事業所に対する新型コロナウイルス感染症予防

に係るかかりまし経費の支援 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護事業所による新型コロナウイルス感染症予防に係るかかり

まし経費等を支援することにより、県内の介護サービスの継続支

援を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

172,331 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

114,887 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

56,610 

民 (千円) 

114,887 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

172,331 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） 令和３年度基金所要見込み額（国費）： １２，０３２千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：１０２，８５５千円 
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事業区分６：勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 
 

事業の区分 Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整

備 

標準事業例 
- 

事業名 No ３５ 新規事業／継続事業 新規 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

66,300 千円 

勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備支

援事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

東部 

事業の実施主体 渡辺病院 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

令和６年４月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始に向

け、医師の労働時間短縮を進める必要がある。 

 アウトカム

指標 

補助対象医療機関の時間外労働規制超過対象医の時間外勤務の縮減：３割

以上 

事業の内容 医師の労働時間短縮に向けた取組を総合的に実施する事業を行うために

必要な費用を支援する。 

アウトプット指標 時間外削減取組医療機関：１機関 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている

医療機関を対象に、勤務医の労働時間短縮に向けた総合的な取組に要する

経費を支援することで、勤務医の働き方改革の推進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

66,300 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

38,900 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

19,450 

民 (千円) 

38,900 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

58,350 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

7,950 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 

 
 


